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  規   則   

規 則 第  ３  号     

平成２７年 ２ 月１３日   

 

 熊本市開発許可の基準等に関する条例第５条に規定する土地の区域の指定に関する

規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市開発許可の基準等に関する条例第５条に規定する土地の区域の指定に関

する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市開発許可の基準等に関する条例第５条に規定する土地の区域の指定に関する

規則（平成２２年規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第４号中「第６条第１項」を「第７条第１項」に、「第８条第１項」を「第９

条第１項」に改め、同条第１０号中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１０号の改正規定は、平成

２７年５月２９日から施行する。 
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  告   示   

告 示 第 ５ ３ 号   
平成２７年２月２日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４

６条第２項の規定に基づき、共同生活援助を行う事業者の指定を廃止するので、同法第５１条第２号

の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 廃止した事業所の名称及び所在地 
 レガーメ藤崎宮 
 熊本市中央区北千反畑町５番１３号 

２ 廃止した事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
  特定非営利活動法人 ＩＯＢスポーツ推進事業団  
  熊本市中央区水前寺三丁目４４番３４号 

理事長 福島 貴志 
３ 廃止した事業の種類 
  共同生活援助 
４ 廃止年月日  

平成２７年１月３１日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ 号   
平成２７年２月２日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４

６条第２項の規定に基づき、居宅介護・重度訪問介護・同行援護を行う事業者の指定を廃止するので、

同法第５１条第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 廃止した事業所の名称及び所在地 
 ＩＯＢ訪問介護事業所 
熊本市中央区北千反畑町５番１３号 メゾンドあい３０８ 

２ 廃止した事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
 特定非営利活動法人 ＩＯＢスポーツ推進事業団 
 熊本市中央区水前寺三丁目４４番３４号 

理事長 福島貴志 
３ 廃止した事業の種類 
  居宅介護・重度訪問介護・同行援護 
４ 廃止年月日  

平成２７年１月３１日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 ５ ５ 号   
平成２７年２月２日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ５ ６ 号   
平成２７年２月２日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２

９条第１項の障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第５１条第１項第１号の規定により告示

する。 
熊本市長 大 西 一 史   

１ 事業所の名称及び所在地 
(1) ヘルパーセンターてとろ城山 

熊本市西区城山下代二丁目１４番２２号 
ライフサポートマンション彩里Ⅱ１階 

(2) 居宅介護事業所 ゆとりすと 
熊本市東区長嶺西一丁目６番８８号 ザ・クレイン６０５ 

(3) ＫＯＢケアサービス 
熊本市東区若葉六丁目１１番８号 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
特定非営利活動法人 生き生きネットワークてとろ 
愛知県名古屋市北区大曽根二丁目９番６６号 
八神 威雄 

(1) 株式会社 ゆとりすと 
熊本市東区長嶺東八丁目６番７２号 
永渕 容子 

(2) 合同会社 ＫＯＢ 
熊本市東区若葉五丁目１０番１６号 
大坂 良司 

３ 指定年月日   
平成２７年２月１日 

４ 障害福祉サービスの種類 
(1) 同行援護 
(2) 居宅介護、重度訪問介護 
(3) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護 

５ 主たる対象とする障害の種類   
特定なし 

 
 
 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種類

４３７０１１０

９２８ 

北部病院 

熊本市北区四方寄町１２８１―３ 

医療法人社団 原武会 

熊本市北区四方寄町１２８１―３ 

理事長 原 武司 

平成２７年

２月１日 

短期入所療養介

護 

４３７０１１０

９２８ 

北部病院 

熊本市北区四方寄町１２８１―３ 

医療法人社団 原武会 

熊本市北区四方寄町１２８１―３ 

理事長 原 武司 

平成２７年

２月１日 

介護予防短期入

所療養介護 
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告 示 第 ５ ７ 号   
平成２７年２月２日   

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の障害児通所支援事業者を指定

したので、同法第２１条の５の２４第１項第１号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 事業所の名称及び所在地 
サポート 
熊本市西区花園七丁目１０番１２号 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
株式会社 サポートピュア 

 熊本市西区池田二丁目２５番６５号 
３ 指定年月日   

平成２７年２月１日 
４ 障害児通所支援サービスの種類 

放課後等デイサービス 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ８ 号   
平成２７年２月２日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

４条第２項の指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので、同法第６９条第１

項の規定に基づき告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

№ 医療機関の名称 医療機関の所在地 指定期間 

１ 
有限会社調剤薬局ケ

ンコー堂 植木店 
熊本市北区植木町舞尾

５４２－２ 
平成２７年２月１日 ～ 平成３３年１月３１日

２ 
新生堂薬局 佐土原

店 
熊本市東区佐土原三丁

目１１－１００ 
平成２７年２月１日 ～ 平成３３年１月３１日

３ 
ｉＳＳヘルスケア訪

問看護ステーション 
熊本市中央区坪井六丁

目３６番１２号 
平成２７年２月１日 ～ 平成３３年１月３１日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ５ ９ 号   
平成２７年２月２日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種類 

４３７０１１０

９３６ 

デイサービスななみ 

熊本市南区富合町杉島１１２７ 

株式会社ひまわり 

熊本市南区島町三丁目８番２０－

１０２号 

代表取締役 近藤 大地 

平成２７年

２月１日 
通所介護 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ６ １ 号   
平成２７年２月４日   

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を次のとおり指定

したので、熊本市身体障害者福祉法施行細則（平成６年規則第６２号）第４条の規定に基づき告示す

る。 
熊本市長  大 西 一 史   

医師氏名 診療科目 医療機関名 所在地 指定年月日 

毛利 友彦 内 科 良町クリニック 
熊本市南区良町四丁目

１番８０号 
平成２６年１２月１日

水本 圭彦 整形外科 
水本整形外科・いわし

た内科 

熊本市中央区国府二丁

目１７番３４号 
平成２６年８月１日 

向山 政志 腎臓内科 
熊本大学医学部付属

病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１－１ 
平成２７年１月２７日

中山 裕史 腎臓内科 
熊本大学医学部付属

病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１－１ 
平成２７年１月２７日

安達 政隆 腎臓内科 
熊本大学医学部付属

病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１－１ 
平成２７年１月２７日

桒原 孝成 腎臓内科 
熊本大学医学部付属

病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１－１ 
平成２７年１月２７日

小林 修 脳神経外科 済生会熊本病院 
熊本市南区近見五丁目

３番１号 
平成２７年１月２７日

田中 優砂光 整形外科 自衛隊熊本病院 
熊本市東区東本町１５

番１号 
平成２７年１月２７日

伊東 隆三 矯正歯科 伊東歯科口腔病院 
熊本市中央区子飼本町

４－１４ 
平成２７年１月２７日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ６ ２ 号   
平成２７年２月４日   

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

４条第２項の指定自立支援医療機関を次のとおり指定したので、同法第６９条第１項の規定に基づき

告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医療機関名 所在地 
担当すべき

医療の種類

主として担当

する医師・薬剤

師名 

指定年月日 

アクア調剤薬局 
熊本市南区野口二丁目

１２番１１号 
調剤 前田 二郎 平成２７年２月１日

みんなの薬局 
熊本市中央区黒髪二丁

目３１番２７号 
調剤 内田 幸一 平成２７年２月１日

４３７０１１０

９３６ 

デイサービスななみ 

熊本市南区富合町杉島１１２７ 

株式会社ひまわり 

熊本市南区島町三丁目８番２０－

１０２号 

代表取締役 近藤 大地 

平成２７年

２月１日 

介護予防通所介

護 
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熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一丁

目１番１号 
腎臓 向山 政志 平成２７年２月１日

さつき薬局 水道

町店 

熊本市中央区水道町８

番２号 
調剤 加藤 公代 平成２７年２月１日

さくら調剤薬局 

浜線店 

熊本市南区良町一丁目

２２－１７ 
調剤 浮池 順平 平成２７年２月１日

薬局 昊 
熊本市南区薄場三丁目

１１番４７号 
調剤 本田 瑞穂 平成２７年２月１日

本山ごふく薬局 
熊本市中央区本山四丁

目８番３８号 
調剤 鬼﨑 信文 平成２７年２月１日

シモカワ薬局 セ

ンター店 

熊本市中央区桜町３番

１０号 
調剤 森田 啓一郎 平成２７年２月１日

めいご薬局 
熊本市中央区南千反畑

町１４番２７号 
調剤 奈良 久美 平成２７年２月１日

あすなろ薬局 帯

山店 

熊本市中央区帯山三丁

目１８番４２号 
調剤 赤松 康宏 平成２７年２月１日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ６ ３ 号   
平成２７年２月５日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告

示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ６ ４ 号   
平成２７年２月５日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告

示する。 
熊本市長 大 西 一 史   

 
 
 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの種類

４３７２５００

６９６ 

たんぽぽ 

熊本市北区植木町宮原１７７

番地  

グループホーム郷 有限会社 

熊本市北区植木町宮原１７７番地 

代表取締役 畠山 正守 

平成２７年 

２月２８日 

通所介護 

介護予防通所介

護 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの種類 

４３７０１０６

０５８ 

ホワシ熊本 

熊本市東区小山五丁目１９番

５５号  

株式会社ケアーズホワシ 

熊本市東区小山五丁目１９－５５ 

代表取締役 帆鷲 輝誌男 

平成２７年

３月１日 

・福祉用具貸与 

・介護予防福祉用具貸与 

・特定福祉用具販売 

・特定介護予防福祉用具販売
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告 示 第 ６ ５ 号   
平成２７年２月６日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１

４条第４項の規定により、医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、

同法第５５条の２第１号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 診療科目 指定年月日 

（医科） 

通町眼科医院  

眼科 平成２６年１２月１日 
熊本市中央区上通町１－２６ aune  
KUMAMOTO 7階 

通町眼科医院 伊佐敷 靖 

（訪問看護） 
訪問看護ステーション 轍  

訪問看護 平成２６年１１月１日 熊本市南区江越一丁目２９番１６号 

合資会社 轍 代表社員 宮本 博文 

訪問看護ステーション 桜十字  
訪問看護 平成２６年１２月２５日熊本市南区御幸木部一丁目１番１号 

医療法人桜十字 理事長 西川 朋希 
（柔道整復） 
きたくま整骨院 亀山 智史 

柔道整復 平成２６年１２月１５日熊本市北区下硯川一丁目２－２５ 

亀山 智史  

おはな整骨院 新井 春樹 

柔道整復 平成２７年１月５日 熊本市中央区帯山７－１８－７９ 

協同組合 日本柔整総研 代表理事 成清 圭吾 

おはな整骨院 渡鹿院 石田 将喜 

柔道整復 平成２７年１月５日 熊本市中央区渡鹿３－１４－１６ 

協同組合 日本柔整総研 代表理事 成清 圭吾 

（あん摩・マッサージ） 
leaf在宅マッサージ 角田 美和 

あん摩・マッサージ 平成２７年１月１３日 熊本市東区戸島本町７番１号 

株式会社Raibridge 代表取締役 冨岡 美奈 

（はり・きゅう） 

夢限堂村上針灸院 村上 昭馬 

はり・きゅう 平成２６年１２月２２日熊本市東区江津二丁目３７－５ 

熊本市鍼灸マッサージ師会 会長 高橋 武良 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ６ ６ 号   
平成２７年２月６日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から変更の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   
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（柔道整復） 

新 

鍼灸整骨院 爽快館 小崎 太 

平成２６年１１月６日 名称・所在地変更

熊本市中央区下通二丁目２－２６ 森本ビル１

Ｆ 

小崎 太  

旧 

整骨院爽快館はません店 小崎 太 

熊本市南区田井島１－２－１ ゆめタウンはま

せん２Ｆ 

小崎 太 

新 

さくらい整骨院 櫻井 剛史 

平成２６年１０月１日 所在地変更 

熊本市北区龍田八丁目９－８８ 

櫻井 剛史  

旧 

さくらい整骨院 櫻井 剛史 

熊本市北区龍田八丁目８－１ オフィスクワモ

ト１Ｆ 

櫻井 剛史  

 

医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 変更年月日 変更事由 

（訪問看護） 

新 

訪問看護ステーション八王寺の杜 

平成２６年１２月１日 名称・所在地変更

熊本市中央区国府三丁目１９番４２号 

社会医療法人芳和会 理事長 大石 史弘 

旧 

訪問看護ステーションすなとり 

熊本市中央区神水一丁目２１－１６ 

社会医療法人芳和会 理事長 大石 史弘 

（薬局） 

新 

三恵薬局 新地店 

平成２６年１２月１６日 代表者変更 

熊本市北区清水新地七丁目９－２３ 

有限会社峰正商事 代表取締役 坂本 一馬 

旧 

三恵薬局 新地店 

熊本市北区清水新地七丁目９－２３ 

有限会社峰正商事 代表取締役 安田 健一 

新 

三恵薬局 浜線店 

平成２６年１２月１６日 代表者変更 

熊本市南区田迎町田井島２２３－３ 

有限会社峰正商事 代表取締役 坂本 一馬 

旧 

三恵薬局 浜線店 

熊本市南区田迎町田井島２２３－３ 

有限会社峰正商事 代表取締役 安田 健一 

新 

三恵薬局 田迎店 

平成２６年１２月１６日 代表者変更 

熊本市南区馬渡二丁目１２－２６ 

有限会社峰正商事 代表取締役 坂本 一馬 

旧 

三恵薬局 田迎店 

熊本市南区馬渡二丁目１２－２６ 

有限会社峰正商事 代表取締役 安田 健一 
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告 示 第 ６ ７ 号   
平成２７年２月６日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から廃止の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医療機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 
（医科） 
通町aune眼科医院 

平成２６年１１月３０日 熊本市中央区上通町１－２６auneKUMAMOTO7階 
田浦 輝美   
（歯科） 
清水歯科クリニック 

平成２６年１２月２２日 熊本市北区八景水谷１－６－４０ 
清水 弘光   
（柔道整復） 
おはな整骨院（施術者：石田 将喜） 

平成２７年１月５日 熊本市中央区帯山７－１８－７９ 
協同組合 日本柔整総研  代表理事 成清 圭吾 
おはな整骨院渡鹿院（施術者：新井 春樹） 

平成２７年１月５日 熊本市中央区渡鹿３－１４－１６ 
協同組合 日本柔整総研  代表理事 成清 圭吾 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ６ ８ 号   
平成２７年２月６日   

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 
                   熊本市長  大 西 一 史   

撤去日 
名称 

又は種類 
数量 撤去場所 

保管 
開始日 

１月２０日 はり札等 １ 戸島 １月２１日 

１月２３日 はり札等 ６ 世安町 １月２４日 

１月２６日 立看板等 ２ 出水 １月２７日 

１月２９日 はり札等 ２６ 
段山本町・島崎・池上町・谷尾

崎町・桜木 
１月３０日 

１月３１日 はり札等 １７ 迎町・上代・野中・野口 ２月１日 

２月２日 はり札等 ３ 麻生田・保田窪・戸島西 ２月３日 

２月３日 はり札等 ２ 画図町重富・長嶺南 ２月４日 

保管場所  熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 
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告 示 第 ６ ９ 号   
平成２７年２月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条及び第１０２条の規定に基づき、市議会の定例

会を次のとおり招集する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 期 日    平成２７年２月１６日 
２ 場 所    熊本市役所 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 ７ ０ 号   
平成２７年２月１０日   

 平成２６年度市県民税納税通知書の送達を受けるべき次の者の住所及び居所が不明のため、当該書

類を送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市

税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３条の規定により告示する。 
  なお、当該書類は、熊本市財政局課税管理課で保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付す

る。 
                           熊本市長  大 西 一 史   

該当年度 税 目 期別 指定納期限 住所及び氏名（登載省略） 

平成２６ 市県民税 ５期 平成２７年３月２日 ４人 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ７ １ 号   
平成２７年２月１０日   

国民健康保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 
なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申し出に

より交付する。 
 熊本市長  大 西 一 史   

年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
平成２６年度 １２月期 ４４１人 

１１月期 １５人 
１０月期 ４人 
９月期 １人 
８月期 １人 
７月期 １人 

 上記の者は、指定期限までに国民健康保険料を納付するよう通知する。 
 指定期限  平成２７年２月１９日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ７ ２ 号   
平成２７年２月１０日   

 介護保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び

熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）第９条の規定により告示する。 
 なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ
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り交付する。 
熊本市長  大 西 一 史   

年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
平成２６年度 １２月期 １４４人 

１１月期 ３人 
上記の者は、指定期限までに介護保険料を納付するよう通知する。 
指定期限  平成２７年２月１９日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ７ ３ 号   
平成２７年２月１０日   

後期高齢者医療保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 
 なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 
熊本市長  大 西 一 史   

年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
平成２６年度 １２月期 １３人 
上記の者は、指定期限までに後期高齢者医療保険料を納付するよう通知する。 
指定期限  平成２７年２月１９日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ７ ４ 号   
平成２７年２月１０日   

  熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づいて移動・保管した自転車を、同条例第１４条第２項及

び第１６条第２項並びに同条例施行規則（昭和６１年規則第７号）第１８条の規定に基づき売却等を

行うので、同条例施行規則第１７条に基づき次のとおり告示する。 
熊本市長   大 西 一 史   

１ 売却又は廃棄の対象となる自転車の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項（登載省略） 
２ 売却又は廃棄の年月日 

平成２７年２月１０日 
３ 売却又は廃棄の台数 

自転車 １２８台 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ７ ５ 号   
平成２７年２月１０日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

３人 
２ 送達をする書類名 
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  差押調書（謄本） 
  配当計算書 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ７ ６ 号   
平成２７年２月１０日   

 市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 
 

路線名 
 

道路の区域 

区 間 
旧新

の別

敷地の幅

員（ｍ） 
延 長 
（ｍ） 

５００８ 
渡鹿４丁目

黒髪５丁目

第１号線 

中央区渡鹿五丁目７５６番４地先から

中央区黒髪五丁目６４７番１地先まで
旧 

５．５ 
～ 

１３．０ 
２８３．０

中央区渡鹿五丁目７５６番４地先から

中央区黒髪五丁目６４７番１地先まで
新 

５．５ 
～ 

２８．６ 
４４５．０

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ７ ９ 号   
平成２７年２月１３日   

平成２６年度介護保険料納付通知書（普通徴収）の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明であ

ることから書類を送達することができないため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の

２及び熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）第９条の規定により告示する。 
なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局高齢介護福祉課で保管し、送達を受けるべき者の申し

出により交付する。 
                          熊本市長  大 西 一 史   

年  度 料  目 期 別 納 期 限 備  考 
平成２６年度 介護保険料 １月期

２月期

３月期

平成２７年３月２日 
平成２７年３月２日 
平成２７年３月３１日 

公示送達者  
６人 
（登載省略） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ ０ 号   
平成２７年２月１３日   

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき、手数料及び販売

収入の収納事務の委託に関し、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 受託者 
熊本市中央区水前寺公園１４番２２号パークビル１Ｆ 
株式会社 スープル 
代表取締役 藤井 淑人 

２ 委託期間 
  平成２７年２月１３日から 
  平成２７年４月１０日まで 
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３ 委託する歳入の種類 
  熊本市優待証（さくらカード）交付手数料 
  おでかけ乗車券販売収入 

おでかけパス券販売収入 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第  ８ ６  号   
平成２７年２月２日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第９５条及び第９９条の規定により、差押財産の公売及

び見積価額を公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 公売財産の種類 
  不動産（土地） 
  売却区分１号 
  （土地の表示） 

所在 熊本市北区高平一丁目 
地番 ２７４番 
地目 畑 
地積 ４８９㎡ 

２ 公売方法 入札 
３ 公売日時 平成２７年３月３日（火）午前１０時 
４ 公売会場 熊本市役所 ９階会議室 
５ 売却決定日時及び場所 
  日時 平成２７年３月１０日（火）午前１０時 
  場所 熊本市財政局納税課 
６ 見積価額及び公売保証金 
  売却区分１号 見積価額  ９，６３０，０００円 
         公売保証金   ９７０，０００円 
７ 買受代金の納付期限 

平成２７年３月１０日（火）午後２時 
  （但し、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１９条の７第１項ただし書、その他の法律の

規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合を除く） 
８ 買受人についての資格その他の用件 
  国税徴収法第９２条及び第１０８条第１項該当者は買受人となることはできない。 
９ 配当を受ける者の権利の申し出について 
  この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権､抵当権､先取特権､留置権等の

権利を有する者は､売却決定する日の前日までに債権現在額申立書により､その内容を熊本市納税課

まで申し出ること。 
１０ その他の公売要件 

(1) 入札に参加する者は、入札前に公売保証金を納付すること。 
(2) 公売保証金の納付は銀行振込のみとし、公売保証金納付期間内に、指定口座に振込むこと。 
(3) 買受代金は、現金又は小切手（銀行が振出したもので、かつ熊本手形交換所管内で振出日から

起算して５日を経過していないものに限る）でなければ納付できない。また、買受人が買受代金

を納付しない場合、公売保証金は返還しない。 
(4) 見積価額以上の入札者のうち、最高価額の者を最高価申込者と決定し、売却決定を行う。 
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(5) 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額（見積価額以上で、かつ最高入札価額から公売保証金

の額を控除した金額以上のもの）による入札者に対し、次順位買受申込者制度を適用する。 
(6) 入札価額が見積価額に達しないときは、再度入札を実施する場合がある。 
(7) 買受代金納付の前に、公売財産にかかる市税の完納の事実が証明されたとき、又は買受代金納

付後であっても、取消すべき重大な事由があるときは売却決定を取り消す。 
(8) 公売財産の取得時期は、買受代金の納付があったときとする。従って取得後の毀損、焼失等に

よる損害の負担は買受人が負うものとする。 
(9) 権利移転に伴う費用（権利移転登記の登録免許税等）は買受人の負担とする（登録免許税法に

よる）。 
(10) 公売財産は、公売を中止する場合がある。 
(11) 不動産公売広報を必要とする場合は、熊本市財政局納税課特別滞納対策室に申し出ること。 
(12) その他、本件公売は国税徴収法の規定に基づく制限がある。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ８ ７ 号   
平成２７年２月２日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区佐土原二丁目３９４番１の一部、３９４番４ 

  １，１９４．９０平方メートル【２工区】 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  福岡県福岡市博多区上川端町１２番２０号 
  ＪＸ日鉱日石エネルギ－株式会社 九州支店 
   支店長 内山 尚典 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ８ ８ 号   
平成２７年２月２日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区刈草三丁目４４３番、４４４番、４４７番、４４８番、４４９番１、４４９番２ 
１，９０９．７４平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区合志二丁目 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ８ ９ 号   
平成２７年２月２日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区護藤町字松ノ本１１２１番３ 

  ４５３．３０平方メートル 
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２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本県上益城郡益城町 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ９ ０ 号   
平成２７年２月３日   

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）の

規定により、土砂災害警戒区域等が指定されたので、同法第８条第７項の規定により次のとおり縦覧

する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 土砂災害警戒区域等の箇所名等 

番号 土砂災害警戒区域等の箇所名 自然現象の種類 
特別警戒区域

の有無 
１ 木原川１（３４２-１-００１） 土石流 有 
２ 木原川４（３４２-１-００３） 土石流 無 
３ 木原川３（３４２-１-００４） 土石流 無 
４ 木原川８（３４２-１-００５） 土石流 有 
５ 永宮川（３４２-１-００６） 土石流 無 
６ 平原川４（３４２-１-００７） 土石流 有 
７ 平原川５（３４２-１-００８） 土石流 有 
８ 平原川２（３４２-１-０１０） 土石流 有 
９ 平原川３（３４２-１-０１１） 土石流 無 
１０ 平原川６（３４２-１-０１２） 土石流 有 
１１ 山辺田川（３４２-１-０１３） 土石流 無 
１２ 木原川６（３４２-２-００１） 土石流 有 
１３ 木原川９（３４２-３-００１） 土石流 有 
１４ 木原川５（３４２-３-００２） 土石流 有 
１５ 木原川７（３４２-３-００３） 土石流 有 
１６ 木原川１０（３４２-１００１） 土石流 無 
１７ 平原１（３４２-１-００１） 急傾斜地の崩壊 有 
１８ 木原１（平原６）（３４２-１-００２） 急傾斜地の崩壊 有 
１９ 平原２－１（３４２-１-００３-１） 急傾斜地の崩壊 有 
２０ 平原２－２（３４２-１-００３-２） 急傾斜地の崩壊 有 
２１ 平原２－３（３４２-１-００３-３） 急傾斜地の崩壊 有 
２２ 木原２（３４２-１-００４） 急傾斜地の崩壊 有 
２３ 居屋敷（３４２-１-００５） 急傾斜地の崩壊 有 
２４ 南田尻－１（３４２-２-００１-１） 急傾斜地の崩壊 有 
２５ 南田尻－２（３４２-２-００１-２） 急傾斜地の崩壊 有 
２６ 平原３（３４２-２-００２） 急傾斜地の崩壊 有 
２７ 平原４（３４２-２-００３） 急傾斜地の崩壊 有 
２８ 平原５（３４２-２-００４） 急傾斜地の崩壊 有 
２９ 木原３（３４２-２-００５） 急傾斜地の崩壊 有 
３０ 木原５－１（３４２-２-００７-１） 急傾斜地の崩壊 有 
３１ 木原５－２（３４２-２-００７-２） 急傾斜地の崩壊 有 
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３２ 木原６（３４２-２-００８） 急傾斜地の崩壊 有 
３３ 木原７（３４２-２-００９） 急傾斜地の崩壊 有 
３４ 木原８（３４２-２-０１０） 急傾斜地の崩壊 有 
３５ 平原７（３４２-３-００１） 急傾斜地の崩壊 有 
３６ 木原７－１（３４２-３-００２-１） 急傾斜地の崩壊 有 
３７ 木原７－２（３４２-３-００２-２） 急傾斜地の崩壊 有 
３８ 木原８（木原９）（３４２-３-００３） 急傾斜地の崩壊 有 

２ 縦覧場所 
(1) 熊本市中央区手取本町１番１号 

熊本市総務局危機管理防災総室 
(2) 熊本市南区富合町清藤４０５－３ 

熊本市南区役所総務企画課 
３ 縦覧開始日 
  平成２７年２月３日から 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ９ ５ 号   
平成２７年２月３日   

このたび、熊本市の一部の地域を受益地とする第一海路口地区土地改良事業（農業用用排水施設）

を県営事業として施行すべきことを申請したいので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８

５条の２第２項の規定により、次の事項を記載した書類とともに、この旨公告する。 
なお、この受益地内にある農用地の所有者でその農用地について耕作若しくは養畜の業務を営まな

いもの又はこの地域内にある農用地以外の土地を所有権以外の権原に基づいて使用収益している者で、

その農用地又は土地についてこの土地改良事業に参加しようとするものは、同法第３条の規定により、

平成２７年２月１８日までに熊本市農業委員会に当該土地改良事業に参加すべき旨を申し出ること。 
                      熊本市長  大 西 一 史   

１ 土地改良事業計画の概要 
２ 事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準 
３ 予定管理方法等（又は予定管理者を記載した書面） 
４ 特別徴収金に関する事項。 
５ 受益地を明示した図書 
６ その他必要な事項 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ０ ３ 号   
平成２７年２月４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区植木町木留字三角１６０番３、１７３番１ 

  ４０４．９９平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市北区四方寄町 
  氏名 登載省略 
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公 告 第 １ ０ ４ 号   
平成２７年２月４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区城南町永字清苗７５９番３ 

  ２１９．５３平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区保田窪本町 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ０ ５ 号   
平成２７年２月４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区城南町赤見字前田１３２４番、１３２５番１、１３４４番７ 

  １，５５３．９４平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区城南町赤見１２５７番地 
  株式会社 緒方商店 

代表取締役 緒方 博明 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ １ １ 号   
平成２７年２月５日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区城南町舞原字西３０７番９、３０７番１０ 

  ５１１．８７平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本県上益城郡御船町 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

   公 告 第 １ １ ９ 号   
平成２７年２月９日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
  熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  熊本市北区梶尾町字鶴ノ原１７７９番１、１７７９番７の一部、１８１３番１７及び鶴羽田町字

垣ノ外１０７７番３、１０７８番１ 
   １，６３３．８１平方メートル（１工区） 
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２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市北区太郎迫町１４４番１ 
  社会福祉法人 愛誠会  

理事長 河本 妙子 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ３ ０ 号   
平成２７年２月１２日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区上代十丁目２７３６番１、２７３６番４ 

  ３００．４５平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区八分字町 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ３ １ 号   
平成２７年２月１２日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区城山半田一丁目５７９番、５８１番５、５８１番９、５８１番１０ 

  ２９９．９４平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区平成一丁目 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ３ ３ 号   
平成２７年２月１２日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市中央区新大江三丁目１番１、３番１、３番３、３番４、３番５、３番６ 
２，３９９．２５平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区尾ノ上一丁目５番２０号 
  株式会社 南栄開発 
   代表取締役 斉藤 忠 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ３ ４ 号   
                                平成２７年２月１３日 
熊本市北区植木町亀甲地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地

籍調査を行い地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 
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 なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図の写し、地籍簿案 
２ 閲覧期間 平成２７年２月１４日から 
       平成２７年３月５日まで ２０日間 
３ 閲覧場所  

北区植木町亀甲東公民館 大会議室 （２月１６日から２月１８日まで） 
北区植木町亀甲中公民館 大会議室 （２月１９日から２月２０日まで） 
熊本市北区役所 土木管理課地籍調査班 （２月２３日から３月５日まで） 

４ 閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、 
訂正の申し出をすることができる。 

５ 誤り等訂正の申し出は、書面によることとなっているので、各自印章を持参すること。 
６ 誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 
７ 閲覧は、期間中毎日午前９時（亀甲東公民館及び亀甲中公民館においては午前９時３０分）から

午後４時までの間とする。ただし、２月１４・１５・２１・２２日は除く。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ３ ５ 号   
                              平成２７年２月１３日   

熊本市北区植木町辺田野地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による

地籍調査を行い地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 
 なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図の写し、地籍簿案 
２ 閲覧期間 平成２７年２月１４日から 
       平成２７年３月５日まで ２０日間 
３ 閲覧場所 

熊本市北区役所 土木管理課地籍調査班 （２月１６日から２月２０日まで） 
北区植木町辺田野公民館 大会議室 （２月２３日から２月２５日まで） 
北区植木町笹尾公民館 大会議室 （２月２６日から２月２７日まで） 
熊本市北区役所 土木管理課地籍調査班 （２月２８日から３月 ５日まで） 

４ 閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、

訂正の申し出をすることができる。 
５ 誤り等訂正の申し出は、書面によることとなっているので、各自印章を持参すること。 
６ 誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 
７ 閲覧は、期間中毎日午前９時（辺田野公民館及び笹尾公民館においては午前９時３０分）から午

後４時までの間とする。ただし、２月１４・１５・２１・２２日は除く。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

      公 告 第 １ ３ ６ 号   
                          平成２７年２月１３日   

熊本市東区戸島本町の一部、東区戸島六丁目の一部、東区戸島七丁目の一部の地域内の土地につい

て、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を行い、地図及び簿冊を作成したので、

同法第１７条第１項の規定により公告する。 
なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

                      熊本市長  大 西 一 史   
１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図の写し、地籍簿案 
２ 閲覧期間 平成２７年２月１４日から 
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       平成２７年３月５日まで ２０日間 
３ 閲覧場所  

熊本市役所土木管理課地籍調査班 （２月１４日から３月５日まで） 
託麻東校区第６町内日下部公民館 （２月２３日、２月２４日） 
託麻東校区第７町内日向上公民館 （２月２６日、２月２７日） 

  熊本市託麻公民館２階会議室 （３月４日、３月５日） 
４ 閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し訂 
正の申し出をすることができる。 

５ 誤り等訂正の申し出は、書面によることとなっているので、各自印章を持参すること。 
６ 誤り等の訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 
７ 閲覧場所が熊本市役所土木管理課地籍調査班においての開催時間は、期間中の土曜日、日曜日以

外の午前９時から午後５時までの間とする。それ以外の場所についての開催時間は午前１０時から

午後４時までの間とする。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ ３ ７ 号   
平成２７年２月１３日   

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、平成２６年度

熊本市農用地利用集積計画第１１号を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 縦覧場所  
 熊本市農水商工局農業政策課担い手推進室 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 １ ４ ３ 号   
平成２７年２月１３日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区釜尾町字檞原７３３番１、７３３番４、７３３番５、７３８番１、７４３番２、７４

４番、７４４番２、７４５番２、７４６番、７５２番１、７５２番５、７０４番２の一部、７３３

番２の一部、７３３番６の一部、同市北区釜尾町字扇田７８１番、７８１番２、７８２番、８０７

番２、８１０番２、８１１番、８１６番２、８２５番２、８２５番３、８２６番２、８２７番２、

８３２番２、８３７番２、８３８番１、８３８番４、８３８番５、８３９番１、８４０番２、８４

０番３、８４０番４、８４０番５、８４２番３、同市北区釜尾町字野口屋敷９０１番、同市北区貢

町字扇田１５７７番、１５７７番２、１５７９番２、１５８２番１、１５８６番、１５８６番２、

１６０１番２、１６０３番２、１６０６番１、１６０６番２、１６０６番３、１６０６番４、１６

０７番１、１６０７番２、１６０９番２、１６１０番２、１６１０番３、１６１０番５、１５７４

番の一部、１５７５番２の一部、１５７７番３の一部、同市北区貢町字曲尾１６２８番１、１６３

２番４、１６３３番６、１６３３番７、１６３３番１１、１６３４番２、１６２２番６の一部、１

６３０番２の一部、１６３２番５の一部、１６３３番１の一部、１６３６番１の一部、１６３６番

３の一部、の一部 
５３，６０６．３０平方メートル【２工区】 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市中央区手取本町１番１号 
   熊本市長 大西 一史 
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公 告 第 １ ４ ５ 号   
平成２７年２月１３日   

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条第５項の規定に基づき策定した熊本市森林整備計画

の一部を同法第１０条の６第２項の規程に基づき変更するので、同法第１０条の６第４項において準

用する同法第６条第１項の規定により、熊本市森林整備計画（案）を一般の縦覧に供する。 
 なお、熊本市森林整備計画（案）に意見のある者は、縦覧期間が満了する日までに熊本市長に対し、

理由を付した文書をもって意見書を提出することができる。 
                                熊本市長  大 西 一 史   

１ 縦覧場所 
  熊本市役所農水商工局農商工連携推進課 
２ 縦覧期間 
  自 平成２７年２月１３日 
  至 平成２７年３月８日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  中 央 区   

中 央 区 告 示 第 ２ 号   
        平成２７年２月３日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年１月２１日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
                    熊本市中央区長  前 渕 啓 子   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 中 央 区 告 示 第 ３ 号   
        平成２７年２月３日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年１月２６日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
                    熊本市中央区長  前 渕 啓 子   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  中 央 区 告 示 第 ４ 号   
        平成２７年２月１３日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年２月５日に職権によ

り消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
                    熊本市中央区長  前 渕 啓 子   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  南   区   

   南 区 告 示 第 ２ 号   
           平成２７年２月１０日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年１月２６日に職権に
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より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
                    熊本市南区長  永 目 工 嗣   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  北   区   

  北 区 告 示 第 １ 号   
                    平成２７年２月２日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年１月２６日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
熊本市北区長  田 上 美 智 子   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局告示第５号   
平成２７年２月２日   

公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第

７９号）第９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 
  その関係図面は、平成２７年２月２日から２週間、熊本市上下水道局管路維持課において一般の縦

覧に供する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

１  公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 
    平成２７年２月２日 
２ 下水を排除し、及び処理する区域 

(1) 東部処理区 
東区小山三丁目及び東区戸島西四丁目の各一部 

(2) 南部処理区 
南区荒尾町の一部 

(3) 西部処理区 
南区八分字町の一部 

(4) 熊本北部流域下水道関連処理区 
北区梶尾町の一部 

(5) 富合処理区 
南区富合町田尻の一部 

３  供用を開始する排水施設の位置 
    前項に示す区域内 
４  供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

分流式 
５ 下水の処理を開始する終末処理場の位置及び名称 
 (1) 東部処理区 

東区秋津町秋田５３６番 
東部浄化センター 

(2) 南部処理区 
南区元三町四丁目１番１号 
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南部浄化センター 
 (3) 西部処理区 

西区沖新町４９４４番３号 
西部浄化センター 

(4)  熊本北部流域下水道関連処理区 
北区鶴羽田町１２番１号 
熊本北部浄化センター 

(5)  富合処理区 
宇土市高柳町１３８ 
宇土終末処理場 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第６号   
平成２７年２月２日   

熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）

第１３条第２項第４号の規定による届出があったので、同規程第２２条第４号の規定により次のとお

り告示する。 
 熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 
異動年月日 

異動事由 

第７２２号 
熊本市東区山ノ内四丁目１番６９号 
有限会社功建 
取締役 山下 功 

平成２７年１月２６日 

代表者の異動 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第７号   
平成２７年２月９日   

熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）

第１３条第２項第４号の規定による届出があったので、同規程第２２条第４号の規定により次のとお

り告示する。 
 熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 
異動年月日 

異動事由 

第３５７号 
熊本市中央区十禅寺一丁目１０番１４号 
株式会社十五建設 
代表取締役 木野 弘道 

平成２７年２月２日 

営業所の移転 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 教 育 委 員 会  

教 委 規 則 第 ３ 号   
平成２７年２月９日   

熊本市田原坂西南戦争資料館条例施行規則を公布する。 
                                  熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

熊本市田原坂西南戦争資料館条例施行規則 
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熊本市田原坂西南戦争資料館条例施行規則を次のように制定する。 
（趣旨） 

第１条 この規則は、熊本市田原坂西南戦争資料館条例（平成２６年条例第８６号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
（職員） 

第２条 熊本市田原坂西南戦争資料館（以下「資料館」という。）に館長のほか、必要な職員を置く。 
（開館時間） 

第３条 資料館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、教育委員会（以下「委員

会」という。）が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。 
（休館日）  

第４条 資料館の休館日は、１２月２９日から翌年１月３日までとする。ただし、委員会が必要と認

めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。 
 （入館券） 
第５条 入館券は、別記様式のとおりとする。 
 （遵守事項） 
第６条 資料館に入館する者は、資料館の職員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。 

(1) 展示資料に手を触れないこと。 
(2) 資料館の施設又は展示資料を毀損しないこと。 
(3) 秩序又は風紀を乱すような行為をしないこと。 
（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 
 

附 則 
１ この規則は、平成２７年３月２３日から施行する。 
２ 旧植木町田原坂資料館規則（平成２２年植木町合併特例区規則第５号）に基づき設置された植木

町田原坂資料館の入館券に用いるため作成された用紙は、当分の間、資料館の入館券として使用す

ることができる。 
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別記様式（第５条関係） 
個人券 

（ 記 念 し お り） 

 №  

入 館 料 

              円 

    

    

   熊本市田原坂西南戦争資料館 

  

 団体券 

 №    熊本市田原坂西南戦争資料館 

  団 体 入 館 券   

 
料

金 

大人・高校生 人 180円 円

小・中学生 人 80円 円

人 合計    円

         様 

年  月  日 

(当日限り有効) 

熊 本 市 

  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 農 業 委 員 会  

農 委 公 告 第 ２ 号   
平成２６年２月３日   

熊本市農業委員会総会会議規則（平成２４年農委規則第１号）第２条により農業委員会総会を次の

とおり招集する。 
熊本市農業委員会会長  森 日 出 輝   

１ 日時  平成２７年２月６日（金）午後３時 
２ 場所  市役所１４階大ホール 
３ 議題 
  第１号議案 農地法第３条の規定に基づく許可申請（会許可分） 
  第２号議案 競売買受適格証明願（耕作目的：会許可） 
  第３号議案 農地法第４条の規定に基づく許可申請 
  第４号議案 農地法第５条の規定に基づく許可申請 

第５号議案 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（１１号） 
  第６号議案 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（農地中間管理機構との賃貸
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借） 
  第７号議案 引き続き農業経営を行っている旨の証明願 
５ その他   
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 人 事 委 員 会  

  人 委 規 則 第 １ 号   
平成２７年２月６日   

熊本市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則を公布する。 
熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則 
 （趣旨） 
第１条 この規則は、熊本市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年条例第７６号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（任命権者） 

第２条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２６条の６第１項に規

定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。 
（配偶者同行休業の承認の申請手続） 

第３条 条例第５条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書（様式

第１号）により、配偶者同行休業を始めようとする日の１月前までに行うものとする。 
２ 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要が

あると認める書類の提出を求めることができる。 
 （配偶者同行休業の期間の延長の申請手続） 
第４条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。 
 （届出） 
第５条 条例第８条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届（様式第２号）により遅滞なく

行うものとする。 
２ 第３条第２項の規定は、前項の届出について準用する。 
 （職務復帰） 
第６条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を

うけたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき（条

例第７条第３号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。）は、当該

配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。 
 （人事異動通知書の交付） 
第７条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。 
 (1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合 
 (2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合 
 (3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合 
 （職員情報システムによる処理） 
第８条 第３条第１項の申請又は第５条第１項の届出を本人が職員情報システム（電子情報処理組織

を使用して職員の人事、給与及び服務の事務を総合的に行うシステムをいう。）を使用して行った

場合は、第３条第１項又は第５条第１項に規定するそれぞれの様式により申請又は届出を行ったも

のとみなす。 
（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が別に定め

る。 
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附 則 
 （施行期日） 
第１条 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
第２条 この規則の施行の日から平成２７年４月３０日までの間に配偶者同行休業をしようとする職

員に係る第３条第１項の規定の適用については、同項中「配偶者同行休業を始めようとする日の１

月前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。 
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様式第１号（第３条第１項関係） 
配偶者同行休業承認申請書 

（注） 
① 該当する□にはレ印を記入すること。 
② この申請書には、配偶者の外国滞在事由及び期間が確認できる書類を添付すること。 
③ 「外国滞在事由」欄には、「外国での勤務」、「外国での事業経営」等条例第４条各号のいずれかを記入すること。 
④ 「職員及び配偶者の外国滞在中の住所（居所）」欄は、申請時点で未定の場合には「未定」と記入し、申請期間の初日の

前日までに外国滞在中の住所（居所）を定め、届け出ること。 
⑤ 「休業中の連絡先」欄には、人事担当課、所属長等と確実に連絡が取れる連絡先を記入すること。 
⑥ 「備考」欄には、以前に配偶者同行休業をしている場合における当該配偶者同行休業の内容（配偶者の外国滞在事由、休業 

期間）、配偶者同行休業の期間を延長する場合における当該配偶者同行休業の期間の延長を申請する理由その他任命権者が承 
認の可否を判断するに当たって必要と思われる事項を記入すること。 

⑦ 申請した内容に変更が生じた場合、遅滞なく人事担当課及び所属長に報告すること。 

申請年月日    年  月  日

（任命権者）                    
            様 

申請者  所  属              
                          職  名              

  氏  名            印 
                          職員番号              
 

１ 申請の区分 
□ 配偶者同行休業（２、３、４及び６に記入） 

□ 期間の延長  （２、３、５及び６に記入） 

２ 

申 

請 

に 

係 

る 

配 

偶 

者 

 氏     名  

 職     業  

 申請時の所属先の名称

（所在地） 
 

（                             ）

 外国滞在事由  

 外国滞在中の所属先の名称

（所在地） 
 
（                             ）

 外国滞在事由の継続する 
期間 

年  月  日から   年  月  日まで 

３ 職員及び配偶者の外国滞在中

の住所（居所） 
 

４ 申請期間 年  月  日から   年  月  日まで 

５ 延長の期間 年  月  日から   年  月  日まで 

 既に休業をしている期間 年  月  日から   年  月  日まで 

６ 休業中の連絡先  

７ 備考  

配偶者同行休業の承認 

期間の延長の承認 
次のとおり  を申請します。
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様式第２号（第５条第１項関係） 
配偶者同行休業状況変更届 

 
年  月  日  届出

（任命権者） 
             様 
                            所  属            
                            職  名            
                            氏  名          印 
                            職員番号            
 
 次のとおり、配偶者同行休業の状況について変更が生じましたので、届け出ます。 
 
１ 届出の事由 

□ 配偶者が外国に滞在しないこととなった。 
□ 配偶者が外国に滞在する事由が休業の承認要件に該当しなくなった。 
□ 産前産後の特別休暇を取得することとなった。 

 □ 配偶者が死亡した。 
 □ 配偶者が職員の配偶者でなくなった。 
□ 配偶者と生活を共にしなくなった。 
□ その他（                                   ）

 
 
２ 届出の事由が発生した日 
    年  月  日 

 
（注）該当する□にはレ印を記入すること。  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
人 委 規 則 第 ２ 号   
平成２７年２月６日   

熊本市住居手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市住居手当支給規則の一部を改正する規則 
熊本市住居手当支給規則（平成６年人委規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第２号を削り、第３号を第２号とする。 
 

附 則 
この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 


